
広
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

県

立

学

校

広
島
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
四
日 

広
島
県
教
育
委
員
会

教
育
長

平

川

理

恵

広
島
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

広
島
県
立
学
校
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
二
十
八
年
広
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
八
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
記
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様式第２号（第 12条関係） 

 

当初面談 ： 令和  年  月  日

中間面談 ： 令和  年  月  日 

最終面談 ： 令和  年  月  日 



 
 

附 

則 

 
こ
の
教
育
委
員
会
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


